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 令和３年度から賦課される町税等について、納期限まで完納されないときは、そ

の遅延した税額及び日数に応じて、下記の割合で計算した延滞金が加算されます。 

 対象は、町道民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料・後

期高齢者医療保険料となります。 

納期限内納付にご理解とご協力をお願いします。 

 《延滞金の割合》 

期    間 本則の割合 
令和３年中の延滞金特例 

基準割合 

納期限の翌日から 

１か月を経過する日まで 
年 7.3％ 2.5％ 

納期限の翌日から 

１か月を経過した日以降 
年 14.6％ 8.8％ 

※延滞金の割合（年利）は、本則又は延滞金特例基準割合のいずれか少ない方の基準が

適用されます。 

延滞金の計算方法 

延滞金額＝ 滞納金額×率×延滞日数÷365日（うるう年でも 365日で計算） 

・計算の基礎となる金額が 2,000円未満の場合は延滞金が発生しません。 

・計算した延滞金が 1,000円未満の場合は全額切り捨てとなります。 

 

延滞金の計算例 

□税額等 ： 固定資産税 １期 153,800円（計算時は 1,000円未満切り捨て） 

□納期限 ： 令和３年５月３１日 

□納付日 ： 令和３年１１月３０日・・・納期限の翌日から 183日経過 

  

Ａ）153,000 円×2.5％× 30 日÷365日＝  314 円-①（納期限後 1か月を経過する日） 

Ｂ）153,000 円×8.8％×153 日÷365日＝5,643 円-②（納期限 1か月を経過した日後） 

  

①＋② ＝ ５，９５７円 延滞金は ５，９００円 となります。 

 

町税等の延滞金徴収開始のお知らせ 
～滞納すると延滞金が加算されます～ 


